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排水中の油分の定量法について
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1　まえがき

現在、水質汚濁防止法でば、鉱油類と動植物油脂類と

で異なる許容限度の排水基準が定められているが、油分

の公定法に規定されているn一－ヘキサソ抽出一重量法で

は、鉱物油と動植物油月旨の分離定量が不可能である。さ

らにその定量限界が高く、低沸点物の定量もできないな

どの問題点があるため、IR法による分離定量の研究や

調査が各研究磯関で行われている三）2）3）4）そこで工場排

水の分析にIR法を併用し、比較検討したので報告する。

2　実験方）去

2．1　試薬および機器

B重油およびサラダ油は市販のものを使用した。塩化

ナトリウム、無水硫酸ナトリウムとn一－ヘキサンは試薬

特級を、四塩化炭素は赤外線吸収測定用のものを匪用した○

赤外分光光度計は、日本分光製のIRA一工型を、セ

ルはNa Cl窓坂の10丁郡組立セルを使用した。

2．2　分析方法

各工場排水1～3ヱを採取し、各々0・5～2且ずつ分

液ロートに分取し、公定法5）のn－ヘキサソ抽出一重量法

ぉよぴJIS E OlO2n－ヘキサン抽出物質の参

考1四塩化炭素抽出一赤外線分析法（以下、IR法と表

す）によって定量した。IR法の測定条件は、Galn5、

sca□Speed4とした0標準油として用いたB重油

ぉよびサラダ油のスペクトルをFlglに示した。

B重油では34〃付近にC－E基による赤外線吸収が
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Flgl B重油およびサラダ油の赤外吸収スペクケル

ぁり、サラダ油では3・4〟付近にC－－E基による吸収お　の特性吸収を用いて鉱物油と動植物油脂の分別をするこ

よび5．7〟付動こカルポニル基による吸収がみられ、こ　とにした。工R法による定量は、動植物油脂量を57〃
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の吸光度からサラダ油の検量線を用いて求め、鉱物油量

は34／∠の吸光度から動植物油脂による吸光度を差し引

いた残りの吸光度からB重油の検量線を用いて求めた。

また、公定法にて得られた抽出物を四塩化炭素に溶かし

なおし、上記工R法にて定量した（再溶解工R法と表す）。

3　結果およひ考案

工場排水中の油分をⅠ民法による定量値と公定法によ

る値を比較した結果をTablelに示した。

TableI四塩化炭素描出一赤外線分析法の定量

検　　　　 体 a公定法底

（叩 ／ ∠ ）

Ⅰ只法 による値 （確 ／∠ ） b ／ a

痴ノ拓 業　　 種 掛 由 動植物油脂 b全油分

ロ ㌢一・スお よぴ

洗 た く業

15　7 14　6 0 14　6 93　0

2 14　6 a：〉　0 0 2 0　0 1 37　0

3 ） 給 食 施 設

金 属 製 晶

S l．0 a ）0 5 4▼0 7 4　0 1 3 7　0

4 17　4 1 3 15　5 16　8 96　6

5 2 0 0 18　0 0 18　0 ≦X）0

6 43 4 4 16 0 4 16 9 5 9

7 加 工 業

≡！1≡ 讐t

18 3 17 7 15　0 Ⅰ9 2 1 04　9

8 5　7 5　4 0 5　4 94　7

9 12　8 6　5 9 0 15　5 1 2 1 1

I O 1 10 2 2　0 1 0 1 1 23 1 1 1 8

鉱物油：B重油に換算

動植物油脂：サラダ油に換算

抽出溶媒の相違や公定法における加熱乾燥等の影響を

考慮すると両方法による定量値を単純に比較できないが、

Ⅰ貝法による全油分と公定法の値との相関はr＝0997

と良い値を示した。

リース主体の洗たく業2社の排水中の油分は、ともに

100舜鉱物油であった。リース洗たく業彪2、給食業

彪3ではIR法値が公定法値よりかなり高い値であった

が、これは公定法による蒸発乾燥操作で鉱油分が一部揮

散したためと考えられる。また、製菓業彪9、肉練製品

製造業彪10の排水中の油分は動植物油脂類として規制

されているが、その抽出油分中に鉱物油が30～40帝

含まれていた。

次に再溶解IR法による値と公定法による値を比較し

た結果をでa ble皿に示した。

再溶解‡貝法による全油分量と公走法の値との相関を

みると7＝0996と良い値を示した。T a ble皿中

彪21、彪22、媚28の再溶解工R法値と公定法値が

大きく違っていたが、ノ私21では公定蔭値が定量限界以下

であり、瓜22は事業場の特色で油状物質以外のコロイト状

Table且N－ヘキサン抽出物の赤外線

分析法による再定量

検　　　　 体 a 公悪 感

（万観／ ∠ ）

Ⅰ一月法 に よる値 （フ呪 ′／／∠ ） b ／ a

≠ノ拓 ＿■■ ■■■ ㌫ 掛 由 動 植 物 油 脂 b 全 油 分

1 1

リーーースお よぴ

洗 た く 業

1 5　7 1 3 ＿7 0 13　7 8 7　3

1 2 14　6 1 5　7 0 15　7 1 0 7 5

13 2 1 6 Z ）5 0 2 0 5 9 4　9

14
1 給 食 施 設

金 属 製 品

封　 0 5 ．0 4 5　0 50　0 9 2　6

15 1 7　4 2　2 1 4　4 16　6 9 5　4

1 6 5 1 1 0 52　7 52　7 10 3 1

1 7 1 0．8 1 7 9　 7 1 Ⅰ 4 10 5　5

1 8 6　5 5　2 0 5　2 8 0　0

1 9 9　3 1 1 7 0 1 1 ．7 12 5 ．8

20 3　6 4 ＿1 0　4 4　5 12 5 ▲0

2 1 2 1 2　8 0 2　8 13 3　3

2 2 加 工 業

声．．主i′ ； ■

a ：〉　0 IO　4 0 1 0　4 5 2　0

2 3 5　7 4　9 0 4 ，9 8 6　0

2 4 4 3 4 4 65 0 4 6 5 10 7 1

25 4 5 2 5 7 0 0 5 7 0 1 26 1

益 9　3 6　0 3　6 9 ．6 10 3　2

27 18 3 2 12 8　0 2 2 0 1却　 2

28 6 4　6 28　5 5 9　5 8 8　0 13 6　2

2 9 1 10 22 0 1 0 7 12 9 1 1 7　2

30 12　8 7　4 7　2 1 」量．6 1 1 4 0

鉱物油：B重油に換算

動植物油脂：サラダ油に換算

いおう等が含まれていたためであり、彪28では動植物

油脂による最大吸収が5，85／∠付近であったのに、サラ

油の検量線にてその油分量を求めたためと思われる。

以上の結果より、漂準油の選択を工夫するなど更に検

討を加える必要があると思うが、工場排水中の油分を公

定法にて求め、排水基準超過の検体については再溶解I

良法を併用し、鉱油類と動植物油脂類との分離定量を行

っても大きな誤りをおかすことはないといえる。
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